
◎生活の中でお困りのことはありませんか？
一人で抱え込まずに相談してみませんか？

お困りのことがあればお気軽にお越しください。

電話対応もいたします。

※ご相談いただいた内容は秘密厳守いたします。

安心してご相談ください。

２０２５年５月１日 発行 №173 号

発行所：倉吉市人権文化センター

住 所：倉吉市鍛冶町１丁目２９７１－２

電 話/ＦＡＸ：０８５８－２２－４７６８

メールアドレス：jinkenbunka@ncn-k.net

倉吉市人権文化センターだより

場 所：倉 吉 市 人 権 文化センター
ば し ょ くらよししじんけんぶんか

内 容： 日 常 生 活 に 必 要 な日本語を 学 ぶ
ないよう にちじょうせいかつ ひつよう にほんご まな

☆ボランティアの方を募集しています！

日本語学習会では受講者の皆さんと一緒に日本語を学び、指導していただくボランティアの

方を募集します。詳しくは倉吉市人権文化センターまでお問い合わせください。

申込・問合せ… 倉吉市人権文化センター（☎０８５８－２２－４７６８）

◎差別落書きや人権侵害に気づいたら！すぐにお知らせください！

差別発言などの人権侵害や差別落書きは許されない行為です。発見された場合は

倉吉市人権政策課または最寄りの人権文化センターまでご連絡ください。

連絡先：倉吉市人権政策課 ☎（0858）22-8130

倉吉市人権文化センター ☎（0858）22-4768

日にち：５月 ７日（水）
ひ がつ にち すい

５月２１日（水）
がつ にち すい

時間：１３：３０～１５：００
じかん

１９：３０～２１：００

今年度も日本語学習会がはじまりました！

This year's Japanese language study group has started again!

５月の予定
がつ よ て い

日本語学習会 年間予定（前期）
に ほ ん ごがくしゅうかい ねんかんよ て い ぜ ん き

Japanese Language Study Group Annual Schedule (first half)

Location: Kurayoshi City Human Rights and Culture Center

Content: Learn Japanese necessary for daily life

月
つき

month

日づけ
ひ

date

６月 ４日 １８日

７月 ２日 １６日

８月 ６日

時間 time
じ か ん

・13：30∼15：00

・19：30∼21：00
※天候等により教室が延期になる場合があ

ります。あらかじめ、ご了承ください。

Please note that the event may be

postponed due to weather conditions,

etc.

倉吉市人権文化センターでは、倉吉

市内に在住する日本語の習得を希望

する人を対象に、日本語を通じて安

心・安全な生活ができること、また仲

間と楽しく過ごすことを目的に、日本

語学習会を開催しています。

参加者、日本語を一緒に勉強してく

ださるボランティアを募集していま

す。一緒に楽しく学びませんか？皆様

の参加をお待ちしています！

学習のようす
A look at learning

Kurayoshi City Human Rights and Culture Center holds Japanese language study
sessions for people living in Kurayoshi City who wish to learn Japanese, with the aim
of enabling them to live a safe and secure life through Japanese, and to have fun
with their friends.We are looking for participants and volunteers to study Japanese
with us. Would you like to have fun learning with us? We look forward to your
participation!



● ひとりで悩まないで、相談してみよう
なや そうだん

こどもの人権１１０番 ０１２０－００７－１ １ ０
ぜろぜろなな の ひゃくとうばん

２４時間子供SOSダイヤル ０１２０－０－７８３１０
な や み いおう

（文部科学省所管）

〈お問合せ〉

倉吉市人権文化センター ☎（０８５８）２２－４７６８

※ ＤＶＤの貸出期限は２週間です。延長も可能ですので、ご相談ください

新しい啓発DVDの紹介

令和７年度がスタートしました。倉吉市人権文化センターでは啓発ＤＶＤの貸出を行っていま

す。部落問題をはじめ、子どもの人権、高齢者の人権、ハンセン病問題などさまざまな啓発ＤＶ

Ｄがあります。町内学習会や自主学習にお使いいただけますので、お気軽にお問合せください。

新着ＤＶＤ

第57回倉吉市人権教育研修会 総会

日 時 2025年５月 10日（土） 午前10時開会

場 所 倉吉交流プラザ 視聴覚ホール

■総 会 10：00 から 11：00 まで

■学習会 11：00 から 12:00 まで 【DVD上映】

・長島愛生園 隔離された人生に学ぶ

境港市出身 元ハンセン病患者 石田 雅男さんの生き方

【お問合せ】

倉吉市人権教育研究会事務局

（倉吉市人権政策課内） ☎ 0858-22-8130

※自然災害等で総会を中止する場合には当日までに

倉吉市ホームページでお知らせします。

※手話通訳、場内誘導、座席の確保等について、特別

な配慮をご希望の方は人権政策課までご希望の内容

をお知らせ下さい。

【お知らせ】 ・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

こどもまんなか児童福祉週間

（５月５日～１１日）です！
こどもたちが健やかに育つこと、これは社会の宝であるこどもたちに対する国民全体

の願いであり、そのためには、すべてのこどもが家庭や地域において豊かな愛情に包ま

れながら、夢と希望をもって未来の担い手として、個性豊かに、たくましく育っていけ

るような環境・社会を私たちがつくっていくことが重要です。

どのような社会が理想なのか、こどもたち一人ひとりがそれぞれの意志で新しい未来

を築いていこうとする取り組みを進めていくこと、それを周囲の人たちが応援する環境

を整備していくことも求められています。こうした中、国はこどもや家庭、こどもの健

やかな成長について国民全体で考えることを目的に、毎年５月５日の「こどもの日」か

ら１週間を「こどもまんなか児童福祉週間（５月５日～５月１１日）」と定めています。

● 子どもの権利条約とは…

子どもの権利条約は世界中のこども達の守られるべき権利を定めた国際法です。1989 年に国連で採択

され、日本も 1994 年にこの条約に批准しています。この条約は子どもが権利の主体であることを明確に

し、安全な環境で自分らしく成長することができる権利を保障しています。条約には子どもを育てるこ

とはまず、親の責任であると書かれています。子どもだけでなく、

大人もこの条約に関してしっかり理解することが大切です。

子どもの権利条約にはすべての子どもたちがしあわせに

暮らしていくために以下のようなことが書かれています。

差別されない

あなたが一番

守られる命

意見は大切

人種や性別、使う言葉 、信じている宗教、親がどのような人か、障がい

の有無…どのような違いがあっても差別されません。

もし、あなたが差別されて苦しんでいるなら助けを求めてください。

大人は、「あなたにとって最もよいことは何か」をいつも考えなければな

りません。

あなたの人生は、大人の都合だけで決められてよいものではありません。

全てのこどもには生きる権利があります。あなたは、すこやかな成長のた

めに、十分な教育や支援を受けることができます。

あなたの意見は、あなたの年齢や成長に応じて、しっかりと尊重されま

す。

・こどもまんなか児童福祉週間（こども家庭庁）

https://www.cfa.go.jp/policies/kosodateshien/

jidou-fukushi-shuukan/

・法務省リーフレット「よくわかる！こどもの権利

条 約 － 児 童 の 権 利 に 関 す る 条 約 － 」

https://www.moj.go.jp/JINKEN/jinken04_001

18.htmlをもとに倉吉市立人権文化センターが作成

橋のない川

明治・大正の農村を舞台に人間の尊厳を掲げ、差別に抗い、立ち上が

っていく人々をえがいた映画。小説「橋のない川」を原作に、全国水平

社結成に至るまでの部落の人々の葛藤や思いが伝わる作品です。

（本編…１３９分）

シリーズ映像でみる人権の歴史
差別のない社会へ－私たちはどう生きるか－
差別とは何かについて、部落問題、障がい者問題などの当事者と一緒

に考えるＤＶＤ。ドラマ仕立てとなっており、子ども達の中で起こるいじめ

をきっかけに人権問題について基本に立ち返って考える事ができます。

（本編…２０分）
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